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都市計画部都市計画課 

 

東京都市計画道路幹線街路環状第６号線全線の車線数の決定について（都決定） 

 

 東京都は、「東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針」に基づき、品川区大崎一丁目

から大崎三丁目の約１９０メートルの区間（大崎陸橋区間）を現道合わせとして都市計画変更する

とともに全線において、新たに車線数を定める都市計画変更の手続きを進めている。 

 今般、東京都からこれら都市計画の変更について意見照会があり、回答にあたり付議する。 

 

１ 都市計画の変更概要 

(１) 対象 路線名  東京都市計画道路幹線街路環状第６号線（以下「環状６号線」という。） 

      区間   （起点）品川区東品川二丁目～（終点）板橋区氷川町付近 

     （経由区） ７区（板橋区、豊島区、新宿区、中野区、渋谷区、目黒区、品川区） 

 

（２）変更事項 

ア大崎陸橋付近（品川区大崎一丁目～品川区大崎五丁目間）について（別紙１ 参照） 

 〇令和元年策定の「東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針」にて安全かつ円 

   滑な交通が確保されていると評価されたため、約１９０ｍの区間の線形変更（現道合わせ） 

   を行う。 

イ全線について（別紙２ 参照） 

〇都では車線数が未決定の路線の都市計画変更がある場合には車線数を定める方針であり、 

  この度、環状６号線全線について現行の車線数をあらためて都市計画として定める。 

〇車線数 ４～６車線（新宿区内区間は４車線として定める） 

 

→新宿区内区間に該当する都市計画変更は、イのみである。 

（現在供用中の車線数のとおりであるため道路改築など、道路構造の変更はない。） 

 

 

２ 今後の予定 

 令和６年１月        都へ回答（令和５年１１月２日付意見照会について） 

 ２月 ６日     都 東京都都市計画審議会へ付議 

 ３月中       都 都市計画決定 
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